
 

 

  
川崎小学校わくわくプラザ   電話 ０４４－２３３－２５８８ 

日進町こども文化センター 電話 ０４４－２３０－１８１８ 

 

 

  

 

○！ 持ち物、鉛筆、ハンカチなど）にはすべて名前を記入してください。 

＊二次元コードは、必ず持ってくるようお願いします。お子様と帰宅時間等をご家庭で確認もお願い致します。 

＊学校へ持ってきてはいけないものは、わくわくプラザにも持ってこないようご協力をお願い致します。 

＊お休みをする場合は、必ずプラザ室にご連絡をお願い致します。 

＊お迎え時間・お迎えの方の変更等につきましても、必ずプラザ室にご連絡をお願い致します。 

＊一度帰宅してからのわくわくの利用は原則出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

             わからないことがあれば、おでんわください 

 

日 
 

月 

 

火 

 

水 

 

木 

 

金 

 

土 

 1 

給食開始 

 

2 3 4 

  

5 

 

6  

パステル 

アート工作 

8:30 開室 

7 8 

 

9 

 

10 

こども会議 

9 月後半分おやつ 

申込締切日 

11 

 

12 

 

13  

8:30 開室 

 

14 15 敬老の日  

プラザ閉室 

16 

ビーズ工作 

17 

読み聞かせ 

 

18 

 

19 

ビーズ工作 

 

20 

8:30 開室 

 

21 

 

22 

 

23 秋分の日 

プラザ閉室 

 

24 

 

25 

10 月分おやつ 

申込締切日 

 

26 

 

 

27 

8:30 開室 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎小学校わくわくプラザだより 9 月号 
 

 

（2025 年度） 

川崎市 川崎小学校わくわくプラザは、公益財団法人かわさき市民活動センターが運営しています。 

☆2025 年度わくわくプラザ利用申込みについて☆ 
わくわくプラザは、毎年の登録が必要になります。 

保護者の方が必ず来室してください。児童来室中は児童対応優先とさせていただくのでお待たせし

てしまうこともありますので時間に余裕をもって来室をお願いいたします。 

※でんしょばとの２次元コードは６年生まで使えますので 

紛失しないようによろしくお願いします。 
◆もしなくしてしまった場合は速やかにスタッフまでお知らせください。 

◆パスケースが壊れてしまった場合は各ご家庭でご用意ください。 

◆でんしょばとは当日の８時までに入力をお願いします。帰宅時間や帰宅方法、お迎えの変更は当日１０時まで

は端末上での変更は可能です。（保護者連絡機能）それ以降は直接わくわくプラザにお電話ください。 

◆利用登録なしで児童が来室した場合や、入力漏れがあった場合はメッセージを送ります。帰宅時間と帰宅方法を

ご連絡ください。 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 

9 月の行事のお知らせ 
 

★パステルアート親子工作★  

6 日(土)10:00～12:00 
パステルアートを行います。親子で参加しませんか？わくわくプラザの参観もできます！ 
定員：30 名 当日参加可能！ 参加費：無料  
＊クリアファイルと消しゴムをご持参ください 

 

★こども会議★  

10 日(水) 15:15～15:30  こども委員で話し合いをします。 
 

★読み聞かせ★  

17 日(水)15:00～15:30 絵本の読み聞かせや、紙芝居を読んでもらいます。

当日の参加で大丈夫です。お楽しみに♪ 
 
★ビーズ工作★ 
16 日(火).19 日(金)14:30～15:30  
カラフルなビーズでブレスレットを作ります♪ 
 

こども文化センター及び、わくわくプラザに関わるご意見・ご相談等は、日進町こども文化センター（233-1818）、

川崎小わくわくプラザ（233-2588）、又は公益財団法人かわさき市民活動センター青少年事業課（430-5603）まで

お寄せください。なお、お問い合わせ内容の正確な把握とサービス向上のために、通話の内容を録音する場合がございま

す。予めご了承ください。 

 
個人情報保護・犯罪被害防止の観点から、原則として、行事や施設内で撮影した写真や動画は、インターネット上 

（SNS・ブログ・ホームページ等）へ公開しないでください。 

 

8 月の活動風景 


